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   第 ７ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

令和５年10月27日(金曜日) 

午前９時57分開議 

            午前10時59分休憩 

午前11時３分開議 

            午前11時14分休憩 

午後０時57分開議 

午後13時37分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第35号 令和４年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第38号 令和４年度熊本県収入証紙特

別会計歳入歳出決算の認定について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(12人) 

        委 員 長 髙 野 洋 介 

        副委員長 河 津 修 司 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 池 永 幸 生 

        委  員 城 戸   淳 

        委  員 荒 川 知 章 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

警察本部 

本部長 宮 内 彰 久 

生活安全部長 村 上 敏 幸 

刑事部長 林   秀 典 

交通部長 原 田 聖 哉 

警備部長 八 木 世志一 

首席監察官 内 田 義 朗 

参事官兼総務課長 田 中 弘 哉 

参事官兼警務課長 松 見 恵一郎 

参事官兼情報管理課長 中 山 博 之 

参事官 

兼生活安全企画課長 髙 木   哲 

参事官兼地域課長 渋 谷 明 紀 

参事官兼刑事企画課長 髙 橋   太 

参事官 

兼組織犯罪対策課長 東   修 一 

参事官兼交通企画課長 合 瀨 勝 彦 

参事官(運転免許) 飯 塚 安 博 

参事官兼警備第一課長 松 村 英 志 

参事官 

    (警備・災害対策)  長 尾 義 久 

理事官兼会計課長 平 山 浩 之 

サイバー犯罪対策課長 古 城 大 一 

交通指導課長 大城戸 一 也 

交通規制課長 山 浦 隆 之 

運転免許課長 谷 﨑 英 樹 

出納局 

  会計管理者兼出納局長 野 尾 晴一朗 

             会計課長 杉 本 良 一 

      管理調達課長 嘉 永 秀 俊 

人事委員会事務局 

         局 長 西 尾 浩 明 

       公務員課長 永 野   茂 

 監査委員事務局 

局 長 浦 田 隆 治 

首席審議員兼監査監 江 橋 倫 明 

監査監 天 野 誠 史 

監査監 坂 本 誠 也 

労働委員会事務局            

局 長 吉 野 昇 治 

審査調整課長 守 屋 芳 裕 

観光戦略部 

部 長 原 山 明 博 

政策審議監 脇   俊 也 

観光国際政策課長 櫟 本 麻 理 
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観光企画課長 川 㟢 典 靖 

観光振興課長 石 井 利 幸  

  販路拡大ビジネス課長 宮 﨑 公 一 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

        議事課主幹 平 江 正 博 

  議事課主幹 石 野 公 浩 

議事課課長補佐 槇 原 俊 郎 

――――――――――――――― 

  午前９時57分開議 

○髙野洋介委員長 おはようございます。 

 それでは、ただいまから第７回決算特別委

員会を開会いたします。 

 本日は、午前に警察本部、出納局及び各種

委員会の審査を行い、午後から観光戦略部の

審査を行うこととしております。 

 これより警察本部の審査を行います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、質疑を

受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いをいた

します。 

 それでは、警察本部長から御挨拶をお願い

いたします。 

 宮内警察本部長。 

 

○宮内警察本部長 警察本部長の宮内でござ

います。 

 髙野委員長はじめ委員の皆様方には、平素

から警察行政の各般にわたり深い御理解と温

かい御支援をいただいておりますことに対し

まして、心から御礼を申し上げます。 

 県警察は、今後とも、予算の適正かつ効率

的な執行に留意しつつ、県民の皆様の安全と

安心の確保のため、全力を尽くしてまいりま

すので、引き続き御理解と御支援を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、この後、決算の概要等につきまし

て警務部参事官から、その詳細につきまして

は会計課長から説明をさせますので、御審議

のほどお願い申し上げます。 

 

○髙野洋介委員長 次に、警務部参事官から

決算概要の説明をお願いいたします。 

 田中警務部参事官。 

 

○田中警務部参事官 警務部参事官の田中で

ございます。 

 令和４年度決算の説明に先立ちまして、前

年度の決算特別委員会において御指摘のあり

ました警察関係の施策推進上改善または検討

を要する事項等の措置状況について御報告い

たします。 

 これは、令和３年３月分の警察学校東寮の

電気料金に係る支出書類が他の書類に紛れ、

期限内に支払いができず、遅延利息が発生し

たことを受けまして、「職員の職務懈怠に起

因した支払い遅延等について、組織的な進行

管理体制やチェック体制を強化し、再発防止

に努めること。」との御指摘をいただいたも

のです。 

 本件に関する措置状況ですが、県警察で

は、組織的な進行管理とチェック体制強化の

ため、各所属ごとに定例的な支払い項目を一

覧表にした支払いチェック表を作成し、毎

月、所属長自ら確認させております。 

 また、各所属の会計担当者及び事業担当者

を対象とした集合教養や各所属に対する巡回

指導を通じて、適正な会計処理に対する意識

啓発と知識向上を図り、もって支払い遅延の

絶無を期しているところであります。 

 今後も、御指摘いただいた点を踏まえ、適

正な会計経理に向けた取組を推進してまいり

ます。 

 それでは、令和４年度決算概要の説明に入

らせていただきます。 

 お手元の令和５年度決算特別委員会説明資

料の１ページを御覧ください。 

 まず、歳入から御説明いたします。 

 予算現額は40億9,428万2,000円で、調定額
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は35億3,822万9,000円でした。 

 収入調定した額のうち、収入済額は35億

3,526万4,000円で、不納欠損額が２万8,000

円、収入未済額は293万6,000円でした。 

 不納欠損額は、放置違反金とその延滞金で

あり、収入未済額は、放置違反金及び交通事

故等による公用車の損害賠償金に係る未収金

でございます。 

 次に、歳出についてですが、予算現額は

413億9,439万7,000円で、支出済額は403億

766万円でした。執行率は97.4％になりま

す。 

 翌年度繰越額は３億480万7,000円で、その

内容は、主に警察施設整備に係る事業費とな

っています。 

 不用額は７億8,193万円で、その内容は、

主に職員給与費等の人件費及び各事業実施後

の執行残でございます。 

 以上が警察本部の令和４年度決算の概要と

なります。 

 詳細については、会計課長から御説明いた

しますので、御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

○髙野洋介委員長 次に、会計課長から決算

資料の説明をお願いいたします。 

 

○平山会計課長 会計課長の平山でございま

す。 

 まず初めに、本年度の熊本県監査委員によ

る定期監査の指摘事項について、事案の概要

とその後の措置状況をお手元の資料に基づき

御説明いたします。 

 資料の監査結果指摘事項を御覧ください。 

 １つ目の指摘事項は、資料１ページの職員

の交通法規違反についてでございます。 

 事案の概要ですが、令和４年12月８日、警

察署勤務の職員が熊本市内で飲酒した後、帰

宅のため自家用車を運転し、取締り中の警察

官に酒気帯び運転による道路交通法違反で検

挙されたものです。 

 本件の再発防止に向けた措置状況について

ですが、これまで行ってまいりました飲酒会

合場所への車両の持込みの原則禁止、飲酒の

機会が増える時期を捉えた注意喚起文の発

出、朝礼など集合教養の機会を通じた指導教

養など、飲酒に起因する各種事故防止の取組

に加えまして、非違事案防止の徹底に関する

通達による再発防止の指示、飲酒運転根絶の

ための通達の改正、飲酒運転防止の意識啓発

を促すための教養資料の発出、職員が使用す

るパソコンへの啓発文の掲示など、再発防止

に取り組んでいるところでございます。 

 次に、資料の２ページを御覧ください。 

 ２つ目の指摘事項は、財産の管理瑕疵につ

いてでございます。 

 事案の概要ですが、令和４年７月27日、運

転免許センター駐車場において、突風により

植え込みの樹木の幹が折れて倒れ、駐車場を

走行中の車両及び駐車中の車両を損傷させ、

損害賠償を行ったものでございます。 

 本件の再発防止に向けた措置状況について

ですが、倒木のリスクが高いと判断した樹木

につきましては伐採を行いました。 

 また、今回倒れた樹木は、外見上特段の異

状はなかったものの、幹の内部に腐食が認め

られたことから、樹木管理業務の委託契約に

おいて、倒木被害防止のための報告項目を新

たに追加するとともに、職員による目視点検

の際には、見た目の枯れ具合のみならず、表

皮の状況や寄生物の有無なども確認するな

ど、再発防止に努めているところでございま

す。 

 以上が定期監査による指摘事項の説明とな

ります。 

 続いて、警察本部における時間外勤務の状

況について御説明いたします。 

 資料の「時間外勤務の状況について」を御

覧ください。 

 令和４年度の総時間数は77万1,532時間
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で、１人当たり平均229.9時間でございま

す。 

 本年度４月から８月までの実績時間数を前

年度と比較しますと、本年度が１万260時

間、１人当たり平均2.8時間増加しておりま

す。 

 その要因としましては、刑法犯や人身交通

事故などの取扱い件数が増加傾向にあること

が影響しているものと考えられます。 

 それでは、令和４年度決算につきまして、

お手元の資料に基づき御説明いたします。 

 資料の令和４年度決算特別委員会説明資料

を御覧ください。 

 表紙から２枚めくっていただきまして、資

料２ページから始まる歳入に関する調べにつ

いて御説明いたします。 

 警察関係の歳入予算は、先に警務部参事官

から御説明がありましたとおり、総額で40億

9,428万2,000円を計上しております。 

 その大半が、運転免許関係手数料等の使用

料及び手数料及び警察施設補助金等の国庫支

出金でありまして、使用料及び手数料の予算

現額は19億5,943万8,000円でございます。 

 次に、資料９ページ中段にあります国庫支

出金の予算現額は17億4,003万円でございま

す。 

 以上、２つの歳入予算が全体の約90％を占

めているところです。 

 なお、表の中ほどにあります不納欠損額、

収入未済額につきましては、後ほど附属資料

で御説明いたします。 

 次に、その右側の欄にございます予算現額

と収入済額との比較についてですが、予算に

対して収入済額が大きく増減しているものに

ついて御説明いたします。 

 資料の９ページを御覧ください。 

 中ほどに、さきに御説明しました国庫支出

金とありますが、予算現額17億4,003万円に

対して、収入済額が12億3,810万8,000円とな

っていて、その差額がマイナス５億192万 

1,000円となっております。 

 これは、下段にあります警察施設費補助金

や、10ページ中段にあります新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し

た事業の一部を翌年度へ繰り越したことによ

るものでございます。 

 以上が歳入に関する説明となります。 

 続きまして、資料16ページを御覧くださ

い。 

 歳出に関する調べについて御説明いたしま

す。 

 警察費総額413億9,212万6,000円に対し、

支出済額が403億538万9,000円となっていま

す。この差額のうち翌年度繰越額について

は、後ほど附属資料で御説明いたします。 

 次に、不用額７億8,192万9,000円のうち、

金額が大きいものについて御説明いたしま

す。 

 まず、警察本部費の不用額５億1,445万

1,000円についてですが、備考欄に記載して

おりますとおり、主なものは、職員給与費と

退職手当の人件費の執行残で合計３億4,817

万4,000円、警察業務のデジタル化、高度化

に伴う契約残などが１億6,627万7,000円とな

っています。 

 次に、装備費の不用額2,936万4,000円につ

いてですが、その主なものにつきましては、

車両修繕費等の執行残で2,510万9,000円、ヘ

リコプター維持管理費の執行残が425万5,000

円となっております。 

 次に、資料17ページの警察施設費の不用額

9,053万円の主なものとしては、警察施設の

修繕費の執行残が4,689万円、上天草警察署

建設費の契約残が2,223万8,000円でございま

す。 

 次に、運転免許費の不用額1,378万7,000円

の主なものは、運転免許講習委託等の執行残

で928万1,000円、運転免許センター運営経費

等の執行残が287万4,000円の不用額が発生し

ております。 
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 次に、資料18ページの警察活動費の不用額

１億3,183万2,000円の主なものは、上段にあ

る警察活動用旅費、消耗品購入費等の一般警

察運営費の経費節減による執行残が5,569万

3,000円、中段にございます犯罪捜査に係る

通信費等の刑事警察運営費の経費節減による

執行残が2,054万5,000円、信号灯器ＬＥＤ化

に伴う電気料等の交通警察運営費の経費節減

に伴う執行残が3,798万1,000円となっており

ます。 

 以上が歳出に関する説明となります。 

 それでは、最後になりますが、資料の令和

５年度決算特別委員会附属資料を御覧くださ

い。 

 １ページの令和４年度繰越事業調べについ

て御説明いたします。 

 全部で４つの事業について、令和５年度に

繰り越しておりますが、諸般の事情により、

年度内に完了できなかったものでございま

す。 

 １段目のヘリコプター維持管理費は、ヘリ

コプターの訓練委託に要する経費で、訓練に

必要な海外製資機材の使用許可申請に時間を

要したものです。 

 ２段目の警察施設維持管理費は、警察本部

庁舎を含む県庁舎設備更新工事に伴う経費

で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より、海外からの資機材の調達に遅れが生じ

たものです。 

 ３段目の警察活動基本経費は、競技用拳銃

訓練弾の購入に要する経費で、ウクライナ情

勢等により、海外での製造、輸入に遅れが生

じたものです。 

 ４段目の交通安全施設等整備費(補助事業)

は、国の補正予算により、２月補正予算に計

上した経費で、年度内に工事が完了しなかっ

たものでございます。 

 既に完了した工事もございますが、現在の

進捗状況は表の右側に記載のとおりでござい

ます。 

 次に、資料２ページの令和４年度収入未済

に関する調べについて御説明いたします。 

 収入未済の内容でございますが、１の歳入

決算の状況にありますとおり、上から順に、

放置違反金の延滞金が7,000円、２段目の放

置違反金が103万8,000円、３段目の交通事故

による公用車損壊に係る損害賠償金が190万

4,000円でございます。 

 次に、２の表については、収入未済額の過

去３年間の推移でございます。 

 次に、３ページを御覧ください。 

 ３の表は、収入未済の状況について、未済

金の種類ごとに件数、金額の内容を記載した

ものでございます。 

 次に、４の令和４年度の未収金対策につい

てでございますが、記載のとおり、各種取組

を強力に推進しているところであり、今後も

引き続き未収金の早期回収に取り組んでまい

ります。 

 次に、資料４ページの令和４年度不納欠損

に関する調べについて御説明いたします。 

 不納欠損の内容についてですが、上から順

に、放置違反金の延滞金が１件１万円、放置

違反金が１件１万8,000円でございます。 

 これは、地方自治法第236条第１項に規定

する金銭債権の消滅時効により、債権が消滅

したため、不納欠損処分を行ったものでござ

います。 

 最後に、資料５ページを御覧ください。 

 令和４年度県有財産処分一覧表について御

説明いたします。 

 県有財産処分の内容でございますが、上か

ら順に、芦北警察署の敷地の一部を芦北町へ

売却したものが557万2,000円、玉名警察署職

員住宅の敷地の一部を国土交通省へ売却した

ものが265万5,000円でございます。 

 以上をもちまして、警察本部における令和

４年度決算の説明を終わります。御審議のほ

ど、どうぞよろしくお願いします。 
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○髙野洋介委員長 以上で警察本部の説明が

終わりましたので、質疑を受けたいと思いま

す。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いをいたします。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○城下広作委員 監査結果指摘事項の件で、

この２点ちょっと確認をしたいと思います。 

 １ページの部分の例の飲酒運転の件でござ

いますけれども、大体毎日のように県下では

誰かが飲酒運転でよく摘発されて新聞に載る

というような状況で、なかなかやっぱり減ら

ないのかなというような感じで見ているんで

すけれども、だけど本家本元の警察の方がそ

うなると、県民が何かそういうことをだしに

して、警察もしよるじゃないかみたいな感じ

のそういうことも言いかねぬような格好にな

るから、しっかりと注意をして対策を取って

いくということですので、やっぱり特に立場

として言われてしまうと、逆にばからしいと

いうか、損をするというか、非常に大きく逆

にそこをクローズアップされますので、しっ

かり用心していただくと徹底していただく、

このことを改めて要望しておきたいというふ

うに思います。 

 ２番でございます。 

 例の免許センターの部分で、この木は大変

大きいので、これはケヤキなんですか。クス

ノキじゃなくてケヤキなんでしょうか、確認

のため。 

 

○谷﨑運転免許課長 運転免許課長の谷﨑で

す。 

 倒木した樹木は、ケヤキの木になります。 

 

○城下広作委員 過去に、ホンダのほうに菊

池に抜ける県道でも、ケヤキは全然健全だっ

たんですが、突然どんと大きいのが倒れて、

車にそのまんま直撃して、車は全部補償する

というような感じで、これは裁判にもなって

結果的に、もう管理のミスということで県の

ほうは負けたんですけれども、ケヤキという

のは、見かけは全然どうもなくても中が腐っ

て、非常に大きい木だから、倒れるときは瞬

間にどんと倒れて、もう本当に人命を一瞬で

奪うような感じ、車なんて完全に潰れるよう

な感じなので、これは本当に、ここにも書い

てある、見た目ではなかなか分からないんで

すよ。 

 専門家が中の部分というのはよく見ないと

いけませんので、免許センターに結構ケヤキ

もあります。周りの道路にもずっとあるんで

すよ。これはよく気をつけてやっぱり専門家

に見ていただいて、ある程度樹齢がたってる

のはどれがなるか分からぬというような感じ

がありますので、しっかり注意していただき

たいというか、点検を専門に見ていただくと

いうのが一つの方法かなと思います。 

 また、２回、３回となってくると、本当、

管理ということをまた強く言われますので、

ぜひ管理の部分ではよろしくお願いをしたい

と思います。 

 

○髙野洋介委員長 要望でいいですか。 

 

○城下広作委員 何か答えがあれば、対応の

ことで。 

 

○谷﨑運転免許課長 この倒木事案がありま

してから、早速、その後の７月30日に、83本

あるんですけれども、全高木の点検をしてお

ります、業者と一緒にですね。そのうち、伐

採が必要というような判断がなされた18本に

ついて、既に伐採をしております。 

 また、本年８月にも、駐車場や道路沿いの

あるいは庁舎周りの高木のうち、伐採をした

ほうがいいというような判断がなされた高木

につきまして、39本伐採をしているところで

す。 
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 業者に今管理委託をしているんですけれど

も、今後そういった異状を発見した場合は報

告していただくというようなことを仕様書に

盛り込んでおります。 

 

○城下広作委員 先ほどの数を聞くと、確率

からすると、結構もう傷んだ木が多いですも

んね、本数的に。しっかりと気をつけていた

だきたいと思います。一応要望しておきま

す。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩下栄一委員 決算とは直接関係ないかも

しれないけれども、一般論で、最近行きずり

な犯罪とかいろんな凶悪な犯罪が増えてて、

地域社会でも我々は防犯協会をやってるけれ

ども、非常に悩まされているわけです。 

 そういう中で、交番が空き交番も多いし、

今熊本県下には交番というのは幾つぐらいあ

るんですか。 

 

○渋谷参事官 ９月末現在で言いますと、交

番は60か所、駐在所は115か所、あと、警備

派出所と言われるものが２か所ありまして、

合計177施設となっております。 

 

○岩下栄一委員 そこは人が常にいるんです

か。 

 

○渋谷参事官 この177か所については、定

員配置してあります。 

 

○岩下栄一委員 安心しましたけれども、何

か空き交番がとっても多いような印象があり

ましたけど……。 

 それと、我々、地域の防犯協会として交番

や派出所と連絡を取って活動してますけれど

も、その連絡が十分でない場合もあります。

そういうことで多少案じてるわけですけれど

も、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○西山宗孝委員 城下委員の質問と重複する

かもしれませんけれども、関連して。 

 監査結果の指摘事項の中で、警察官の飲酒

の説明がございましたけれども、公私問わ

ず、警察官といえども、飲酒の機会はあろう

かと思いますし、会合もあるかと思うんです

が、車の乗り入れ禁止とかいう話もございま

したけれども、緊急の場合に備えては、恐ら

くタクシーチケットとかそういったことで対

応されているのかなとは思うんですけれど

も、そういった形を万全にしとかないと、な

かなか酒を飲むにも飲めないようなこともご

ざいます。その辺りはいかがでしょうか。 

 

○田中参事官 総務課でございます。 

 今西山委員御指摘のタクシーチケット等の

配付はございません。 

 ただ、制度としましては、飲酒の場所と車

両を切り離すという考え方から、まず、飲酒

会合場所への車両の持込みは原則禁止としま

す。持ち込む場合は、所属長等の許可を申請

して持ち込むというふうに、まず物理的に切

り離すというところから対策をしておりま

す。 

 今後とも飲酒運転絶無に取り組んでまいり

たいと思います。 

 以上です。 

 

○西山宗孝委員 そういった環境もそろえて

あげないと、なかなか緊急の場合とかもござ

いますので、ぜひ今後、研究、検討していた

だきたい。 

 もう１ついいですか。 

 

○髙野洋介委員長 どうぞ。 

 



第７回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和５年10月27日) 

 - 8 - 

○西山宗孝委員 実は、警察の先ほどの倒木

の事故で、私の友達夫婦がそこで被害に遭っ

たんですけれども、奥さんのほうが障害者

で、非常にこの命拾いだったぐらいの感じを

受けられたということでありますので、倒木

の可能性も含めて、熊本県だけじゃなくて県

外にもそういった事例がありますので、ぜひ

とも管理体制を強化していただきたいと思い

ます。要望です。 

 

○髙野洋介委員長 はい、分かりました。 

 

○吉永和世委員 まずは、県民の安全で安心

な暮らしの実現に向けて、昼夜を問わず御尽

力をいただいておりますこと、これを感謝申

し上げたいというふうに思います。 

 監査で指摘事項がございましたが、飲酒運

転で検挙されるということでございますが、

自分を管理するといいましょうか、自治とい

いましょうか、そういったことの徹底と、あ

るいはまた、併せて、置かれた立場、役割と

いうのをしっかりと徹底していく必要がある

のかなと。これはもう我々議員も同じでござ

いますが、そういった徹底をぜひお願いした

いなというふうに思います。 

 あわせて、昔からございますが、警察官１

人当たりが受け持つ県民の数というのが、や

っぱり熊本県警は非常に多いという昔からの

課題があってるわけでございますが、そうい

う中で、やっぱり警察に入る人員というのも

なかなか思うようにいってないというふうな

状況に思いますが、そういった中で、今の現

状としてはどうなんでしょう。警察官１人当

たりが受け持つ県民の数というのが、ここ数

年、どういうふうに変化しているのか。 

 昔は、県議会でも、要望とか意見書とか結

構出させていただいておったんですけれど

も、最近ないのかなってちょっと…… 

（「毎年してます」と呼ぶ者あり) 

○田中参事官 総務課でございます。 

 令和５年４月１日現在、熊本県における警

察官１人当たりの負担人口は575人となって

おります。全国で10位、九州で１位となって

おります。 

 以上です。 

 

○吉永和世委員 状況は変わってないという

ことかなというふうに思いますけれども、そ

ういったことを考えますと、やっぱりいろん

な要因はあるかというふうに思いますが、ま

ず、今の警察署の整備とかいろいろやってい

ただいてますし、それはもうやっぱりスピー

ド感を持ってやっていただきたいなというふ

うに思いますし、あと、派出所とか駐在所ご

ざいますけれども、今もう地域環境が変わっ

てきてるので、昔ながらの環境じゃなくて、

やっぱり集約するところはしっかりと集約し

て、ちょっと効率性といいましょうか、おっ

てもらえれば非常に安心できるんですけれど

も、やっぱり地域環境が変わってるので、そ

こはしっかりと率先して、広域といいましょ

うか、そういったことも考えてやってらっし

ゃるんだというふうに思いますけれども、そ

こら辺は、どんな今状況というか、考え方で

やってらっしゃるのか。 

 

○渋谷参事官 地域課です。 

 交番等の再編に関しましては、施設の老朽

化であったり、管内の人口、世帯数、また、

事件、事故の発生状況などを考慮して、警察

内にあります推進委員会で不断の見直しを行

っております。 

 また、治安情勢の変化に即応するため、移

動交番車の活用等も行っておりますので、そ

ういった形で対応しているところです。 

 

○吉永和世委員 状況は状況だけに、そうい

ったところは、しっかりと効率よく、また、

警察の方々の１人当たりの負担というのも軽

減できるような策をしっかりと考えていただ
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いて、今後さらに県民の安全、安心な暮らし

の実現に向けて御尽力いただきたいと思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 

○髙野洋介委員長 関連して質問をしたいん

ですけれども、これは、定数というのは、そ

の増ができないのは、警察庁からの問題なの

か、知事部局の問題なのか、警察内部のその

予算的な問題なのかというのは、どこが一番

ポイントなんでしょうか。 

 

○松見参事官 警務課です。 

 警察官の数については、やはり政令のほう

で定数が決まっておりまして、3,040人とい

うことで決まっておりますので、基本的に、

この数が基本になるということですので、や

っぱり改正がないとちょっと厳しいのかなと

思います。 

 

○髙野洋介委員長 ということは、その条例

の改正があれば増員ができるというふうな…

…。 

 

○松見参事官 政令です。 

 

○髙野洋介委員長 政令で。 

 

○松見参事官 はい。 

 

○髙野洋介委員長 分かりました。 

 熊本県選出の国家公安委員長もいらっしゃ

いますので、一緒になってみんなで増員に向

けては県議会は働きかけておりますので、頑

張っていかなければいけないというふうに思

いますので、御協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 ほかにございませんか。 

 

○城戸淳委員 附属資料の２ページ、収入未

済についてちょっとお伺いします。 

 これは、収入未済額過去３年間という推移

を見ておりますけれども、放置違反金が何か

今年４年度は増えてますけれども、全体的

に、この未収金ですかね、これは減ってない

状況ですけれども、まずは、放置違反金は、

どういうふうなことで４年度は増えているん

ですかね。そこをちょっとお尋ねしたいと思

います。 

 

○合瀬参事官 交通企画課でございます。 

 ただいま城戸委員から、放置違反金の未収

金について御質問ございましたが、この違法

駐車対策の放置違反金制度については、平成

18年６月１日以降、駐車監視員による確認事

務委託制度及び放置違反金納付命令の制度が

導入され、運転者の責任追及ができない場合

に限り、車両使用者の責任を追及し、従来の

取締りと併せた違法駐車対策を推進している

ところでございます。 

 この未収金とは、納付命令の納付期限内に

納付されなかった放置違反金をいい、未収金

の回収は、電話催促、訪問徴収及び滞納処

分、預貯金の差押えにより行っているところ

でございます。 

 一生懸命、逃げ得は許さないというところ

で、電話訪問をしたり、自宅を訪問して徴収

をしておりますが、それでもまだ放置違反金

の未収金額がそれぞれ70件の103万8,000円、

あと、延滞金につきましても、１件、7,100

円が未収金となっているものでございます。 

 以上です。 

 

○城戸淳委員 はい、分かりました。 

 この未収金というのは、なかなか毎年減ら

ないということにはいろいろ問題があるとは

思うんです。また、集金もいろいろ一生懸命

されていると思うんですけれども、なかなか

減らないのをやっぱり減らすのが一番の問題

であって、そこはぜひともまた引き続き集金
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のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○鎌田聡委員 監査結果の指摘事項ですが、

飲酒運転の話がそれぞれから出されておりま

すけれども、やはり取り締まるべき警察が飲

酒――物の程度を言ったらいけませんけれど

も、飲んで翌朝ちょっと出たという話じゃな

くて、これは飲んでからそのまま車で帰って

いるということでございますので、再発防止

の策をしっかり講じてやるということでござ

いますけれども、改めて、私のほうからも、

しっかりと二度とこういうことがないように

指摘をさせていただきたいと思います。 

 それともう一点ですね。 

 これは質問になりますけれども、18ペー

ジ、警察活動費で、結構執行残というか、不

用額が出ておりますけれども、いつも気にな

っておりますのが、これは何日か前に報道さ

れてましたが、神奈川のほうで、横断歩道が

消えとって、そこで事故があって、要は、そ

れが原因でということで、結局これは、事故

に遭われた方は亡くなられてはいないけれど

も、介護が必要になって、そこで何か和解か

なんかされたと思いますけれども、県内で

も、結構やっぱり白線の部分、とりわけ横断

歩道のところが消えてるような箇所がござい

ますので、そういったところに不用額を出す

ぐらいだったら、そこに充ててほしいという

端的な言い方です。 

 多分そうはならないとは思いますけれど

も、今現状どのくらいそういった対応が必要

なところがあって、これからその辺はどうし

ていかれるのか、その辺の考え方があれば教

えていただきたいと思います。 

 

○山浦交通規制課長 交通規制課でございま

す。 

 ただいま御指摘がありました件でございま

すが、昨年度が61キロ、900か所の横断歩道

を補修しております。規模的にはまだまだす

るところがございますけれども、期間的に、

工事を発注いたしますのに、ある程度の距離

がたまらないと単価が高くなるということ

で、少量であれば、数値によりまして、1.2

倍、工事費も1.4倍ぐらいに値上がりをして

おります。 

 ということで、メーター数をある程度ため

てから、それから、今度金額の条件もござい

まして、数百万規模になりませんと、一般競

争入札にかけられないというところで、ある

程度件数をためて行っている現状でございま

す。 

 実際には、まだ塗るべきところはございま

すけれども、工期等も考えますれば、最低で

も４か月ぐらい、計画をしてから塗り終わり

までかかりますので、なかなか進まないとこ

ろがあるのが現状でございます。 

 

○鎌田聡委員 大体900か所というのは、昨

年までということで、大体年間どのくらいを

いつも予算かけてやってらっしゃって、どの

くらいできてるんでしょうか。 

 

○山浦交通規制課長 予算的には、今ありま

した場所的には900か所ぐらいなんですが、

そのときは事業費が昨年が２億1,400万ぐら

いの予算をいただいております。年々増額を

していただいて対応はするようにはしており

ます。 

 

○鎌田聡委員 まだまだ総数がどれだけか、

ちょっとよく分かりませんけれども、やっぱ

りかなりの箇所があると思いますし、かなり

薄くなっているところもよく見かけますけれ

ども、陳情はしてますけれども、なかなか、

できるところできないところがございますの

で、しっかりと、いろいろな事情は今分かり
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ましたけれども、上がってきているという単

価がありますけれども、やっぱり交通安全施

設で一番、一番というといけませんけれど

も、やっぱり歩行者が安心して横断できる環

境を、ぜひ、厳しい財政状況だと思いますけ

れども、整えていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

○城下広作委員 ちょっと横断歩道の関連で

いいですか。 

 横断歩道の部分で、普通の白だけの部分と

水色を間に入れる部分と、今度はグリーンで

ある分とで、色がついてるものは非常に目立

って、あっ、横断歩道だなって分かるんです

けれども、基準があると思いますが、こちら

の感想とすると、色がいろいろついてたほう

が非常に分かりやすいなということで、あれ

は非常に現場でも好評なんですけれども、ど

うなんでしょうか。やっぱり基準どおり何か

厳格にあるんでしょう。水色の分とか緑の分

とかいろいろありますもんね。 

 

○山浦交通規制課長 交通規制課でございま

す。 

 御指摘のとおり、見やすいというような御

意見はいただくところでございますが、決ま

りとしては白となっておりますので、一応法

定外ということで、そのように強調するとこ

ろもございますが、原則は白でするというと

ころになっております。現場現場で判断をい

たして、管理者等と相談をしてやっているの

が現状でございます。 

 

○城下広作委員 白とあの間に色を塗ると塗

料は倍かかるけんが、単価も倍になるから、

予算的には逆にあんまりたくさんできなくな

りますので、ただ……。 

 

○山浦交通規制課長 我々が塗るのは横断歩

道の白の部分だけでございまして、色のつい

ているところは道路管理者のほうで塗ってい

ただいておりますので、予算的にはうちのほ

うは問題ないんですが、はい。 

 

○城下広作委員 そしたら、道路管理者にし

てもらうんだったら、あんまり問題がなけれ

ば、たくさん色を塗るところを増やしたほう

がいいのかなと、目立ちやすいという感じは

いたします。どうなんでしょう。 

 

○髙野洋介委員長 質問ですか、それは。 

 

○城下広作委員 それは要望という形にしと

きます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○池永幸生委員 警察官の数は決まってるけ

れども、反対に犯罪率ですね。犯罪が起きた

んじゃなくて抑止する、そういった関係はど

うなんですかね。数は決まってて、犯罪率が

高いのか、低いのか、よその県なんかに比べ

てですね。犯罪率が低ければ、それで事足り

るでしょうけど。 

 

○村上生活安全部長 手持ちのそういう資料

をちょっと持ってはきてませんけれども、犯

罪の発生率自体は、熊本が低いというところ

ではちょっと認識はしております。ただ、特

別ほかと比べて全然治安率が悪いというか、

そういうところも把握してはおりませんの

で、必要であれば、犯罪率が出てれば、発生

率というのが出てれば、また御回答します。 

 

○池永幸生委員 一つには、考えられるの

に、やっぱり抑止力がそれだけ効用があるの

かなと思ったんですよね。やっぱり抑える力

がないと犯罪率は上がるのではなかろうかな

と。 
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○村上生活安全部長 生活安全部です。 

 手前みそじゃありませんが、負担率の割に

は、今のところ熊本は、ある程度の検挙率と

いうか、上がっていると思っております。 

 

○林刑事部長 補足で御説明させていただき

ます。 

 令和５年中の上半期の数字しか手元にござ

いませんが、熊本県全ての犯罪の検挙率は、

令和５年中54.0％で、全国平均が37.6％でご

ざいますので、全国の順位で見ますと、全国

12位の検挙率を維持しているのが熊本県の現

状でございます。 

 これで警察官の数が足りてるのか足りてな

いのかという議論についてのお答えには全く

ならないと思いますが、できるだけ職員頑張

って、安全、安心な熊本実現のため、検挙率

を上げる努力をさせていただきたいと考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

○池永幸生委員 頑張ってください。 

 

○林刑事部長 ありがとうございます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○岩下栄一委員 今警察官の過不足の問題が

出ましたけれども、例えば近年、国際会議と

かサミットとか、一番近いところで安倍さん

の国葬とかのときに、全国から警察官が動員

されて、熊本からも多数の警察官が警備に上

京されると。それは何ですか、警察庁からの

指令ですか。 

 

○八木警備部長 警備部です。 

 大きなそういった警備への特別派遣につき

ましては、当然警察庁が調整をいたします

し、開催場所の都道府県、そこの公安委員会

からの援助の要求という形を受けまして派遣

しております。 

 

○岩下栄一委員 うちは警察官が足らぬか

ら、あんまり出せませんというようなことに

はならぬとですか。 

 

○八木警備部長 国の威信をかけて行う警備

につきましては、当然、日本警察が一体とな

って取り組むべき事柄ですので、熊本でそう

いった大規模な警備がございますときは、他

県からの応援を要請して、お互いそこでしっ

かりと万全な警備をやるようにしておりま

す。 

 以上です。 

 

○岩下栄一委員 安倍さんのときは、熊本か

ら大分行かれたでしょう。 

 

○八木警備部長 国葬のときにも、熊本から

も派遣をしております。 

 

○岩下栄一委員 あのときに窃盗が増えたと

いう話はなかったですか。 

 

○八木警備部長 派遣期間中は、特に、後方

治安体制というのは確立した上で派遣を調整

して数を派遣いたしますので、特別大幅に何

かが不足したとか、そういった事態はござい

ませんでした。 

 

○岩下栄一委員 私は、防犯協会長を校区で

もう30年ぐらいしてるんですけれども、やっ

ぱり防犯協会の協力というかな、そういう民

間ボランティア団体の協力なんかは想定でき

ないですか。 

 

○村上生活安全部長 防犯ボランティアと

は、委員御存じのとおり、日頃から協力関係

ありまして、特別その警護体制で他県に人を

やったというところで防犯ボランティアの方
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を動員するということはありませんが、日頃

から良好な人間関係をつくって、連携を図っ

て防犯活動に努めております。 

 

○岩下栄一委員 よろしくお願いしときま

す。 

 

○吉永和世委員 警察施設費ってあるんです

けれども、この中に警察署宿舎等改修ってあ

るんですが、私の地元にも宿舎あるんですけ

れども、いいところと、いいというか、まあ

まあ新しいところと極端に古いところとある

んですけれども、同じ警察官としてどっちに

入るかといったら、非常にその生活環境が大

分こう変わってくるのかなと思うんですけれ

ども、そこら辺の古い宿舎というのは全体的

に結構あるのかなという感じはするんですけ

れども、そこら辺の改修というのは、やっぱ

りしっかりとやっていかないと、警察官にな

ったはいいけど、あの宿舎にまず入れと言わ

れてとなったら、非常に生活環境が大分苦し

いのかなと。それが原因でその警察官が辞め

るみたいなことになったら大変だと思うんで

すけれども、そこら辺の考え方というのはし

っかり持ってやっていただいてるんですか、

宿舎改修は。 

 

○平山理事官 警察の宿舎につきましては、

老朽化が進んでいるところではございますけ

れども、入居者の希望については、まず、入

居希望を取って、その上で配分しているとこ

ろでございまして、また、各警察署ごとに管

轄区域の居住の原則がございますので、その

管轄区域内の宿舎を割り当てるようにしてお

ります。 

 確かに、新しいところ、古いところと、大

きく格差があるところがございますけれど

も、可能な限り経費を充てまして、修繕並び

に改修をしていっているところでございま

す。 

 現在、なかなか新しく建て直すということ

ができませんので、借り上げ宿舎の活用だと

かということも行っているところでございま

す。 

 今後とも職員が快適に生活できるように考

慮したいと思っております。 

 

○吉永和世委員 そこら辺非常に大事なとこ

ろかなと思いますので、人がいないとどうに

もならないわけなので、やっぱり人への投資

というのは非常に大事な視点なのかなと思い

ますので、そこら辺環境整備をしっかりとや

っていただきたいなと思いますので、よろし

くお願いしたい。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○溝口幸治委員 質問の趣旨は、この予算で

執行状況を見たときに、今の人員で適切にで

きたかどうか、その分析がしてあったかとい

う観点で質問させていただきます。 

 警察活動費の中で、この主要な施策の成果

というのをいただいておりますが、これを見

ると、例えば「電話で『お金』詐欺」、これ

は、令和３年から令和４年では、件数も増え

て金額も増えている。あるいは、少年非行の

現状からいくと、令和３年から４年を見ると

人数も増えているということになります。 

 それから、サイバー犯罪でいくと、検挙件

数が減って相談件数が増えているということ

になりますが、それぞれサイバーも含めてリ

ンクするところもあるし、お金詐欺とかでい

うと、別に熊本県警だけじゃなくて、報道と

かによると、全国であるいは外国に行って捜

査をされているということで、広域的なもの

になってくるんだと思いますが、一生懸命広

報活動とか工夫をされてやっているシーンも

たくさん見させていただきます。 

 しかしながら、なかなか追いついていない

というのも現状かなというふうに思いますの
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で、今の予算の広報活動を含めいろいろな予

算が要るんでしょうから、この執行状況を見

たときに、この予算で本当によかったのかど

うか、人員はこれで足りてるのかどうかとい

うことも含めて、どこまで検証されてるのか

どうか。 

 例えば、これぐらい広報費を次の翌年度に

手当てすると、これぐらい減るんじゃないか

とか、人員をこれぐらい充てると、これぐら

い件数がまた減るんじゃないかとか、犯罪の

件数が減るんじゃないかというものが、何か

今の時点で見えてるのかどうかというのも含

めてお聞きをしたいと思います。 

 

○髙木参事官 「電話で『お金』詐欺」につ

きましては、広報効果というのは物すごくご

ざいます。 

 ですから、昨年は200万ぐらいのテレビの

ＣＭをしたんですけれども、今年はそれを３

倍ぐらいに増額しまして、いかに広報効果を

出すかということで、地元で有名なタレント

さんを起用しまして、インパクトのある広報

をいたしております。 

 ただ、次から次に手口を変えてまいります

ので、警察としても、新たな手段として、例

えば特殊詐欺から県民を守る会、今年は、そ

ういう被害が――例えば予兆電話とかが集中

したときにはアラートを鳴らそう、そういう

取組も新たに始めているところでございま

す。 

 

○髙野洋介委員長 ほかに執行部のほうから

何か補足説明、また、自分たちはこうだとい

うのがございましたら、挙手の上、お願いを

いたします。 

 

○髙木参事官 生活安全企画課です。 

 少年も言われましたので、少年についても

少しお話をしたいと思います。 

 少年につきましては、確かに資料では前年

よりもちょっと増えてはいるんですけれど

も、一番ピークは平成15年ぐらいからでござ

います。その当時に比べますと、少年非行と

いうのは13分の１ぐらいに減っております。 

 ですから、予算の額は、少年につきまして

はさほど変わりませんけれども、先ほど岩下

委員のほうから話がありましたように、ボラ

ンティアの力が非常に大きくございますの

で、今年は増えておりますので、ボランティ

アの力を借りて、毎週金曜日に、子供たちが

集まるゲームセンターとか、子供たちが自転

車盗とか万引きとかしやすい環境にあります

ので、そこら辺がないように金曜日に集中的

に見守りをしていただいているところでござ

います。 

 そういう観点で、できるだけ子供たちに犯

罪に手を染めさせない、そういうのを頑張っ

ております。 

 

○田中参事官 すみません。総務課でござい

ます。 

 ただいまの件で補足でございます。 

 まず、溝口委員御指摘の予算的、それから

人員的、大きく２つの点聞かれたと思いま

す。 

 まず、予算措置につきましては、当然、本

年度の犯罪情勢、それから、それに対する警

察の活動状況、これを検証しまして、翌年度

の、例えば警察でしたら、令和５年度の運営

重点というのを目標に掲げます。それを掲げ

て、結果、必要な措置を講ずるために必要な

予算を獲得するという手続で行っているとこ

ろです。 

 それから、もう一点の人員が足りているの

かというような面ですが、委員御指摘のとお

り、数字的にはここ数年悪化しております

が、まず、そこのカバーを、業務のシステム

を高度化したり、あるいはＩＣＴ等の技術、

これを捜査の手続あるいは諸対策に取り入れ

まして、業務の合理化、効率化を図って、先
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ほどから言われております１人当たりの負

担、この定員で対処しているところ、また、

先ほどありましたとおり、防犯ボランティア

等の外部団体とも密接に連携して、人員不足

の点をカバーしながら治安対策を進めてまい

りたいと思っている所存です。 

 以上です。 

 

○古城サイバー犯罪対策課長 サイバー犯罪

対策課長の古城でございます。 

 令和４年の県下の検挙件数は121件と、マ

イナス約50％でございました。 

 検挙件数が減少した原因といたしまして

は、一昨年多数検挙があった持続化給付金の

詐欺などが一段落したことに伴うもの、ま

た、サイバー犯罪対策課については、専門的

知識や技術を集中的に投入しなければ対処で

きない重大サイバー事案をはじめとする事案

を今現在主体的に捜査しており、捜査が非常

に困難で、長期間にわたる事件を今捜査中で

ございます。その関係で、他県と合同捜査を

推進していることなどが挙げられます。 

 その関係で、捜査員の育成を今集中的に行

っております。昨年も、半年間東京のほうに

派遣して研修を受けさせるというようなこと

を行っているような状況でございます。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員 それぞれお答えをいただき

ました。 

 今いる人員で必要な予算でしっかりやって

いただいてるし、必要なところに民間の協力

も得てやっていただくということの答弁だっ

たというふうに思いますが、我々から見る

と、先ほど吉永委員からもあったように、警

察官が足りてないんじゃないか、もうちょっ

と増やすべきじゃないかというような思いも

それぞれ持ってます。 

 これは、毎年、県と議会とそれから県警も

一緒になって国に対して人員の要望をさせて

いただき、その時々では特段の配慮を国から

いただくこともあり、これは、もう辞められ

た小杉先生のときからずっとやってますか

ら、もう10年以上やっているわけですが、継

続してやることで国のほうも意識をしていた

だいて、人員の適正な配置というか、そうい

うのもやっていただいてると思いますので、

引き続きそれは続けていくべきだろうという

ふうに思いますが、今日の時間外出してもら

った趣旨も、別に残業が多いんじゃないかと

いう趣旨で皆さん方に出してもらったわけで

はなくて、今、働き方改革とか魅力ある職場

づくりて、これは県警も一緒ですけれども、

やっぱり魅力がないと若い人が受けないし、

いや、熊本県警はあそこ入っと大変かよねっ

て若い人が思うとやっぱり入ってこないわけ

で、やっぱりやった分だけきちっと時間外も

当然払っていく、無駄な残業をする必要はあ

りませんが、そういう働きやすい職場づくり

というのを意識してやっていくべきだろうと

思いますから、今日時間外等も御報告をいた

だきました。 

 なので、人員と予算と職場の環境、これは

とてもこれから意識しながらやっていただき

たいと思いますので、その辺り働きやすい職

場づくり、すなわち若い人たちが県警の警察

官になろうという雰囲気づくりを今どう心が

けてやっているのかというのを御質問したい

と思います。 

 

○田中参事官 溝口委員からの御質問でござ

いますが、現在、熊本県警におきましては、

ワーク・ライフ・バランス等の推進のための

取組計画というのを作成しております。 

 大きくは４点になります。 

 まず、１つ目が働き方改革の推進、２つ目

が子育てや介護をしながら活躍するための職

場づくり、それから女性職員が活躍できる場

等々を大きな柱を立てて、若い世代の方がう

ちの警察を選んでいただけるような職場づく
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りに今取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

 

○溝口幸治委員 ああ、かっこいいな警察官

はと思われるような魅力ある職場をぜひつく

っていただきたいと思います。 

 最後に要望ですが、数年前に合志北警察署

ができましたけれども、あのときの議論では

なかったＴＳＭＣが進出してきて、例えば大

津駅前とかはどんどんどんどんマンションも

できている、企業も進出してくるということ

で、またあの辺て大きく環境が変わってきま

すので、恐らく人口の流れも変わってくるの

で、いろいろな見直しがこれから必要になっ

てくるんじゃないか。 

 あるいは、その人口が増えて企業が増えて

いくと、また警察署を１つつくるぐらいの議

論になるのではないかということを予想して

るところでありますが、そういったものに果

敢にチャレンジするように、ぜひ、県警内部

でも、とにかく治安が――企業が進出するに

しても、人が住むにしても、特に海外の人た

ちが住むにしても治安が大切ですので、その

辺りはしっかりと引き続き検討していただい

て、事あるときにはきちっと我々にも説明を

いただきたいと思います。これは要望です。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 なければ、これで警察本部の審査を終了い

たします。 

 ここで説明員の入替えのため、５分間休憩

いたします。 

午前10時59分休憩 

――――――――――――――― 

午前11時３分開議 

○髙野洋介委員長 休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 これより、出納局及び各種委員会の審査を

行います。 

 審査は、出納局、人事委員会事務局、監査

委員事務局、労働委員会事務局の順に説明を

求めた後に、一括して質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いいたし

ます。 

 それでは、まず会計管理者から、出納局の

総括説明をお願いいたします。 

 

○野尾会計管理者 会計管理者の野尾でござ

います。 

 令和４年度決算の説明に先立ちまして、前

年度の決算特別委員会において御指摘のあり

ました施策推進上改善または検討を要する事

項等のうち、出納局の事項につきまして、そ

の後の措置状況を御報告いたします。 

 指摘事項は、「収入証紙について、手数料

の徴収手段として長い間使われているが、ペ

ーパーレス化等社会情勢が大きく変化してい

る中で、これからの時代に合った徴収方法を

検討すること。」という御指摘でございまし

た。 

 本県では、更新を迎える現行の総合財務会

計システムに代わる新たなシステムを構築中

であり、キャッシュレス決済の対象範囲を拡

大し、令和８年度から稼動する予定です。こ

れに合わせて証紙制度の廃止を検討している

ところでございます。 

 現在、証紙制度を廃止した都道府県の事例

を調査し、庁内各部局と証紙制度を廃止した

場合の利用者等への影響について協議しなが

ら、証紙に代わる徴収方法を検討していると

ころです。 

 また、キャッシュレス決済の進展に伴い、

手数料のキャッシュレス払いについても、本

年度以降、順次、対象となる手続を増やして

いく予定です。 

 引き続き、ＤＸ社会の進展を見据えなが

ら、時代に合った徴収方法の実現に向け取り
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組んでまいります。 

 続きまして、出納局の令和４年度の決算概

要について御説明申し上げます。 

 説明資料の第１ページをお願いいたしま

す。 

 出納局では、一般会計及び収入証紙特別会

計の２会計を所管しております。 

 この２会計を合わせた歳入の決算状況でご

ざいますが、収入済額は28億1,600万円余

で、不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。 

 次に、２会計を合わせた歳出の決算状況で

ございますが、支出済額は31億7,200万円

余、不用額は9,800万円余となっておりま

す。 

 不用額の主なものは、収入証紙特別会計に

おける一般会計繰出金の執行残でございま

す。 

 詳細につきましては、各課長が説明いたし

ますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○髙野洋介委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いいたします。 

 

○杉本会計課長 会計課でございます。 

 まず、本年度の定期監査における指摘事項

については、出納局はございません。 

 次に、１枚紙をお配りしている時間外勤務

の状況を御覧ください。 

 出納局における令和４年度の時間外勤務

は、職員１人当たり平均117時間となってお

ります。 

 また、令和４年度の４月から８月までと本

年度の同時期を比較しますと、同程度となっ

ております。 

 今後も、さらに、職員のワーク・ライフ・

バランスや働き方改革の実現のため、職場環

境の改善に努めてまいります。 

 続きまして、会計課の決算について御説明

申し上げます。 

 決算特別委員会説明資料の２ページをお願

いします。 

 まず、一般会計の歳入ですが、不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 次に、３ページをお願いします。 

 歳出です。 

 ３段目の会計管理費は、主に総合財務会計

システムの管理運営経費でございます。 

 不用額の1,090万円余は、執行残でござい

ます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 収入証紙特別会計です。 

 まず、歳入でございますが、収入証紙の販

売代金及び繰越金を計上しております。これ

についても、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 次に、５ページの歳出でございます。 

 一般会計繰出金は、収入証紙を用いた各種

手数料の収入実績25億7,015万円余を一般会

計へ繰り出しているものでございます。 

 不用額の7,984万円余は、見込額を下回っ

たことによる執行残でございます。 

 会計課は以上です。 

 

○嘉永管理調達課長 管理調達課です。 

 ６ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入でございますが、不納欠損

額、収入未済額はございません。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出ですが、最下段の会計管理

費で400万円余の不用額が生じております

が、これは経費節減等に伴う執行残でござい

ます。 

 管理調達課は以上です。 

 

○髙野洋介委員長 次に、人事委員会事務局

長から、決算概要及び資料説明をお願いいた

します。 
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○西尾事務局長 人事委員会事務局長の西尾

でございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、時間外勤務の状況につきまし

て、お手元の資料に基づき御説明いたしま

す。 

 令和４年度の時間外勤務総時間数は2,249

時間でございます。そのうち、４月から８月

までの時間数は1,223時間でございます。 

 令和５年度の同時期の時間外勤務時間数は

1,021時間で、令和４年度から202時間の減と

なっております。 

 これは、業務効率化や勤務間インターバル

制度の徹底等により、時間外勤務が減少した

ものでございます。 

 続きまして、決算の概要につきまして、お

手元の人事委員会事務局の説明資料に基づき

御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出決算の総括表でございます。 

 内容につきましては、２ページ以降で御説

明いたします。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、収入済額が185万

9,000円で、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、支出済額は１億

5,070万2,000円で、翌年度への繰越しはござ

いません。 

 不用額は1,047万7,000円でございますが、

その内訳は、委員会費が、人件費等の執行残

79万9,000円、事務局費が、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により、旅費の執行残及び

経費節減に伴う執行残967万7,000円でござい

ます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○髙野洋介委員長 次に、監査委員事務局長

から、決算概要及び資料説明をお願いいたし

ます。 

 

○浦田事務局長 監査委員事務局長の浦田で

ございます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 次に、時間外勤務の状況について、お手元

に配付しております資料で御説明いたしま

す。 

 令和４年度の当局における時間外勤務総時

間数は1,500時間です。 

 また、令和５年度においては、４月から８

月までの実績で1,037時間となっており、前

年同期の949時間と比較しますと、88時間増

となっております。 

 その主な理由といたしましては、今年度上

期の実働人員が１名減となっており、その

分、他の職員の業務量が増加しているためで

ございます。 

 続きまして、決算の概要について、お手元

の決算特別委員会説明資料に基づき御説明い

たします。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出決算の総括表でございます。 

 歳入につきましては、該当ございません。 

 歳出につきましては、２ページのほうで御

説明させていただきます。 

 支出済額は、委員費2,088万円余、事務局

費１億6,129万円余となっており、その内訳

は、監査委員及び事務局の人件費や事務費で

ございます。 

 また、事務局費の不用額335万円余につき

ましては、経費節減に伴う執行残でございま

す。 

 監査委員事務局は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いします。 

 

○髙野洋介委員長 次に、労働委員会事務局
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長から、決算概要及び資料説明をお願いいた

します。 

 

○吉野事務局長 労働委員会事務局でござい

ます。 

 まず、定期監査における指摘事項はござい

ません。 

 続きまして、時間外勤務の状況につきまし

て、お手元の資料に基づき説明いたします。 

 令和４年度の時間外勤務総時間数が322時

間、そのうち、４月から８月までの時間数が

145時間でございます。 

 令和５年度の同時期の時間外勤務総時間数

が25時間で、令和４年度から120時間の減と

なっております。これは、不当労働行為審査

に係る調査回数等が減少したことによるもの

でございます。 

 続きまして、決算の概要につきまして、お

手元の労働委員会事務局説明資料に基づき説

明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出決算総括表でございます。 

 右側の歳出につきまして、次の２ページで

説明をさせていただきます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、１段目の労働委員会

費の支出済額は１億395万6,000円でございま

す。 

 内訳は、２段目の委員会費が、委員報酬15

人分の2,227万5,000円、３段目の事務局費

が、事務局の職員給与費と委員会・事務局運

営費を合わせた8,168万円でございます。 

 不用額が全体で578万7,000円でございます

けれども、これは、主に委員会費の委員報酬

の執行残及び事務局費の委員会・事務局運営

費の執行残によるものでございます。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○髙野洋介委員長 以上で出納局及び各種委

員会の説明が終わりましたので、質疑を受け

たいと思います。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いいたします。 

 それでは、質疑はございませんか。 

   （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 ありませんか。 

 なければ、これで出納局及び各種委員会の

審査を終了いたします。 

 これより午後１時まで休憩いたします。 

  午前11時14分休憩 

――――――――――――――― 

午後０時57分開議 

○髙野洋介委員長 休憩前に引き続き委員会

を再開いたします。 

 これより観光戦略部の審査を行います。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、一括し

て質疑を受けたいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いいたしま

す。 

 それでは、観光戦略部長から総括説明を行

い、続いて、担当課長から順次説明をお願い

いたします。 

 初めに、原山観光戦略部長。 

 

○原山観光戦略部長 観光戦略部長の原山で

ございます。 

 令和４年度決算の概要について御説明申し

上げます。 

 説明資料の１ページ、令和４年度歳入歳出

決算総括表をお願いいたします。 

 まず、歳入につきましては、収入済額が

166億9,900万円余となっております。 

 次に、歳出につきましては、支出済額が

199億1,600万円余、翌年度繰越額が24億

8,400万円余、不用額が５億3,200万円余とな

っております。 

 翌年度繰越額は、主に宿泊事業者燃料高騰

等対策支援事業、豪雨被災地域観光復興応援
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事業、熊本地震震災ミュージアム中核拠点整

備事業、くまもと県産品消費喚起緊急支援事

業等に係るものでございます。 

 不用額は、主に飲食店認証取得促進事業、

観光標識整備事業、熊本地震震災ミュージア

ム中核拠点整備事業、宿泊事業者受入環境整

備支援事業などの執行残などでございます。 

 以上が観光戦略部の決算の概要でございま

す。 

 詳細につきましては、各課長から御説明い

たしますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

○髙野洋介委員長 引き続き、各課長から説

明をお願いいたします。 

 

○櫟本観光国際政策課長 観光国際政策課長

の櫟本でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 まず、Ａ４縦の別紙１、監査結果指摘事項

につきまして、観光戦略部の定期監査での指

摘事項はございません。 

 次に、Ａ４横の別紙２、時間外勤務の状況

について御説明いたします。 

 観光戦略部におけます令和４年度の時間外

勤務総時間数は１万6,002時間、そのうち、

４月から８月は6,761時間、Ｒ５年度４月か

ら８月は5,622時間となっておりまして、

1,100時間余の減となっております。 

 また、１人当たりの平均時間数は、Ｒ４年

度が276時間、Ｒ４年度４月から８月が119時

間、Ｒ５年度同時期が99時間となっておりま

して、20時間の減となりました。 

 これは、Ｒ４年度については、コロナ対策

として実施いたしました観光需要喚起策や観

光事業者への支援に係る事業ほか、水際対策

の終了後再開した友好提携都市との国際交流

事業やＴＳＭＣ進出を契機とした台湾インバ

ウンド誘致などの業務が増えましたが、令和

５年度については、一部のコロナ関連事業の

終了によりまして、前年度に比べて時間外数

が縮小しております。 

 続きまして、観光国際政策課の決算の説明

をいたします。 

 お手元の説明資料の２ページをお願いいた

します。 

 一般会計の歳入でございますが、いずれも

不納欠損額及び収入未済額はございません。 

 ３ページ１行目の総務費国庫補助金の地方

創生推進交付金につきまして、予算現額と収

入済額との差が9,756万円余となっておりま

すが、これは、熊本地震震災ミュージアム具

体化推進事業及び熊本地震震災ミュージアム

中核拠点整備事業において、事業実績が執行

見込額を下回ったことに伴う交付確定額の減

及び令和５年度への財源繰越しによるもので

ございます。 

 次に、３行目でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金につきまして、予算現額と収入済額

との差が2,982万円余となっておりますが、

これは、熊本県多文化共生支援事業、ウクラ

イナからの難民受入支援事業及び物価高騰等

の影響を受ける国際交流・多文化共生活動へ

の支援において、令和５年度への財源繰越し

によるものでございます。 

 ページをおめくりいただきまして、４ペー

ジの商工費国庫補助金の新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金につきまし

て、予算現額と収入済額との差が２億3,163

万円余となっておりますが、これは、飲食店

認証取得促進事業において、事業実績が執行

見込額を下回ったことに伴う交付確定額の減

によるものでございます。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出について、主なものを説明

させていただきます。 

 下段太字の諸費につきまして、2,403万円

余の不用額が生じております。 

 主な理由としまして、備考欄中ほどの姉妹
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友好交流事業について、新型コロナの影響に

より渡航が制限されていたため、予定した事

業ができなくなったことによります執行残や

旅券発給事務費において、パスポートの申請

数減少等に伴う執行残、また、多文化共生支

援事業について、多言語コールセンターの利

用料が見込みを下回ったことによる執行残で

ございます。 

 次に、７ページ上段太字の防災総務費につ

きまして、2,978万円余の不用額が生じてお

ります。 

 これは、熊本地震震災ミュージアム中核拠

点整備事業における入札に伴う執行残でござ

います。 

 続きまして、下段太字の商業総務費につい

て、２億3,346万円余の不用額が生じており

ます。 

 これは、熊本上海事務所運営事業におい

て、新型コロナの影響により、派遣職員の活

動経費が見込みを下回ったことに伴う執行

残、また、飲食店認証取得促進事業におい

て、認証店に係る衛生管理設備導入等補助金

の申請件数が執行見込額を下回ったことによ

る執行残でございます。 

 続きまして、別冊附属資料の１ページをお

願いいたします。 

 令和４年度繰越事業調べの明許繰越しにつ

いて御説明いたします。 

 １行目の国際交流・多文化共生推進事業に

ついては、海外事業進出を踏まえた民間団体

による国際交流や多文化共生に資する取組に

対する助成を行う事業でございますが、令和

４年度２月補正で増額した事業でございまし

て、年度内に十分な事業期間を確保できなか

ったことによる繰越しでございます。 

 次に、熊本地震震災ミュージアム中核拠点

整備事業については、監修者等から意見等を

踏まえました制作内容の精査に不測の日数を

要したことによる繰越しでございます。 

 観光国際政策課につきましては、以上でご

ざいます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 

○川嵜観光企画課長 観光企画課でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 お手元の説明資料の９ページをお願いいた

します。 

 一般会計の歳入でございますが、いずれも

不納欠損額及び収入未済額はございません。 

 10ページをお願いいたします。 

 ３段目、地方創生推進交付金について、予

算現額と収入済額との差が2,088万円余とな

っております。 

 事業実績が執行見込額を下回ったことに伴

う交付確定額の減と令和５年度への財源繰越

しによるものでございます。 

 また、11ページ２段目、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金について、

予算現額と収入済額との差が８億533万円余

となっております。 

 いずれも事業実績が執行見込額を下回った

ことに伴う交付確定額の減と令和５年度への

財源繰越しによるものでございます。 

 次に、13ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 主なものを御説明させていただきます。 

 観光費ですが、１億8,263万円余の不用額

が生じております。 

 主な理由としましては、備考欄、事業の概

要のポツの５つ目ですけれども、観光標識整

備事業における工事請負費、これが9,400万

円余、さらに４ポツ下の令和２年７月豪雨に

より被災した地域の観光産業を支援する被災

地域産業再興支援事業、こちらが1,500万円

余、次のページ、14ページの下から２つ目の

ポツ、宿泊事業者による環境に配慮した受入

環境整備支援事業が2,400万円余の執行残が

出ております。 

 続きまして、別冊附属資料の２ページをお

願いいたします。 
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 令和４年度繰越事業調べの明許繰越しにつ

いて御説明いたします。 

 １段目、地域の活性化を牽引する観光産業

創造事業は、民間事業者の地域経済を牽引す

る取組に対して補助金を交付し支援する事業

になります。 

 新型コロナウイルス感染症や資材高騰の影

響により、設計準備に時間を要したため、繰

越しを設定したものでございますが、今年度

に入り、補助事業者から、資材高騰の影響に

より事業実施が困難として事業廃止届が提出

されております。 

 このため、交付決定を取り消しております

が、その結果、事業進捗率が０％というふう

に表記させていただいております。 

 続いて、３段目、宿泊事業者燃料高騰等対

策支援事業及び４段目、被災地域の更なる魅

力創造事業は、令和４年度２月補正でお願い

した事業で、いずれも施行期間を十分に確保

できなかったため、繰越しをお願いしており

ます。 

 観光企画課については、以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○石井観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 お手元の説明資料の15ページをお願いいた

します。 

 一般会計の歳入ですが、いずれも不納欠損

額及び収入未済額はございません。 

 中段太字の新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金についてですが、予算現

額と収入済額の差が５億4,400万円余となっ

ております。 

 これは、備考欄１段目、熊本の賑わい創出

魅力発信事業等の事業実績が執行見込みを下

回ったことに伴う交付確定額の減と、４段

目、豪雨被災地域観光復興応援事業及び５段

目、旅するくまモンパスポート事業の令和５

年度への財源繰越しによるものでございま

す。 

 次に、下段太字の訪日外国人旅行者周遊促

進事業費補助について、予算現額と収入済額

との差が12億6,800万円余となっています。 

 これは、備考欄、「くまもと再発見の旅」

(追加分)について、全国旅行支援の実施時期

が10月からにずれ込んだため、事業実績が執

行見込みを下回ったことに伴う交付確定額の

減及び令和５年度への財源繰越しによるもの

です。 

 次に、17ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出についてです。 

 主なものを説明します。 

 観光費ですが、不用額の欄、2,276万円余

の不用額が生じています。 

 主な理由としましては、備考欄最下段のく

まもと再発見プロジェクト等の助成実績が見

込みを下回ったことによる執行残でございま

す。 

 続きまして、別冊附属資料の３ページをお

願いいたします。 

 令和４年度繰越事業調べの明許繰越しにつ

いてです。 

 「くまもと再発見の旅」(追加分)、旅する

くまモンパスポート事業、台湾インバウンド

誘客強化事業、豪雨被災地域観光復興応援事

業については、いずれも２月補正予算で増額

等をした事業であり、年度内に十分な事業期

間を確保できなかったため、繰り越したもの

でございます。 

 観光振興課については、以上でございま

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 

○宮﨑販路拡大ビジネス課長 販路拡大ビジ

ネス課の宮﨑でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

 販路拡大ビジネス課の決算状況について説

明させていただきます。 
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 説明資料の18ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計の歳入でございますが、不

納欠損額、収入未済額はございません。 

 次に、19ページをお願いいたします。 

 上から４段目の新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金について、予算現額

と収入済額との差が１億3,800万円余となっ

ております。 

 これは、令和５年度に１億3,200万円の財

源繰越しを行ったものでございます。 

 続きまして、20ページをお願いいたしま

す。 

 一般会計の歳出でございます。 

 主なものを御説明いたします。 

 農業総務費において、1,290万円余の不用

額が生じております。 

 主な理由としては、昨年上半期の新型コロ

ナウイルスの影響により、県産農林水産物等

輸出推進総合支援事業や海外輸出拡大対策事

業において、旅費や補助金に執行残が出たも

のでございます。 

 次に、21ページをお願いいたします。 

 上段の商業総務費において、980万円余の

不用額が生じております。 

 主な理由としましては、くまもと県産品魅

力発信緊急支援事業において、入札残や事業

実績が見込みを下回ったことに伴い、委託料

や補助金に執行残が出たものでございます。 

 続きまして、別冊附属資料４ページをお願

いいたします。 

 令和４年度繰越事業調べの明許繰越しにつ

いて御説明いたします。 

 くまもと県産品消費喚起緊急支援事業につ

いては、ポストコロナを見据えて、県産品消

費拡大を図るため、県物産振興協会が行うＳ

ＮＳを活用した県産品の販売促進プロモーシ

ョン展開や酒造組合が行うキャンペーン等の

県産酒の消費喚起の取組を支援するものでご

ざいます。 

 ２月補正予算で計上したため、十分な事業

期間が確保できないことから、今年度に繰り

越して実施しているものでございます。 

 販路拡大ビジネス課は以上です。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○髙野洋介委員長 以上で観光戦略部の説明

が終わりましたので、質疑を受けたいと思い

ます。 

 なお、質疑は、該当する資料名並びにペー

ジ番号を述べてからお願いをいたします。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○岩下栄一委員 震災ミュージアムですけれ

ども、鳴り物入りでできて、成果というか、

現状はどんなふうですか。 

 

○櫟本観光国際政策課長 観光国際政策課で

ございます。 

 震災ミュージアムにつきましては、今年７

月15日にオープンいたしまして、順調に運営

をいたしておりますが、今現在、来場数の人

数確保というところでいろいろと工夫を重ね

ているところでございます。 

 当初、７月15日オープンいたしまして、９

月までの期間で１万6,000人のお越しをいた

だいているところなんですけれども、当初見

込みからいたしますと、目標には至っており

ません。 

 ただ、夏休み期間中に、当初、震災ミュー

ジアムのメインのターゲットを学生さんたち

の修学旅行等に絞って、まずは展開したいと

思っておりましたが、夏休み期間中、そうし

た来場が見込めなかったということで、個人

客の方中心ということになっておりました。 

 それで、今現在、ＰＲの仕方を含めまし

て、いろいろな業界誌へのＰＲ、それから教

育庁への御相談、それから、そういった受入

れ協議会を通じて県外の学校等へのＰＲもい

たしまして、これからさらに目標値に近づく

ように努力していきたいと、今鋭意努力して
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いるところでございます。 

 以上です。 

 

○岩下栄一委員 私も見学させていただい

て、これは小中学生が見学すると非常に勉強

になりゃせぬかなと思いました。防災意識や

あるいは地球物理学の観点やら、だから、ぜ

ひ小中学生を動員するような方法を考えてほ

しいなと。教育委員会あたりと十分協議され

てお願いしたいというふうに思っておりま

す。 

 

○櫟本観光国際政策課長 岩下先生、ありが

とうございます。 

 そのように鋭意進めてまいりますので、ど

うぞこれからも御支援のほどよろしくお願い

いたします。 

 

○岩下栄一委員 よろしくお願いします。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○鎌田聡委員 すみません。観光振興課です

ね。 

 17ページの「くまもと再発見の旅」の決算

が出ておりますけれども、いろいろな問題が

あって、この前私も代表質問でお尋ねをしま

したので、白黒はっきりできない部分は今調

査中ということで、その部分、グレーの部分

は、今日ちょっと聞きませんけれども、はっ

きり分かっとるところでどういう対応だった

のかというのを教えていただきたいのが、要

は、不適切と県が判断して、返還、これはい

かぬというのが14社だったと思いますけれど

も、ＴＫＵヒューマンを含めてですね。 

 その中身というのは、同じような中身だっ

たんですか。周遊券のみで販売してたから、

ＴＫＵヒューマンと同じような内容で返還さ

れた中身だったんですかね。 

 

○石井観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 ただいまの質問についてですが、14社のう

ち、周遊券にタクシー券をつけて日帰り旅行

の商品の販売をしてたのは、ＴＫＵヒューマ

ンのみになります。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 ただ、タクシー券つけとった

らば、正しい形か分かりませんけれども、一

応それは適正という判断をされたんですよ

ね。上からの指示があったかどうか分かりま

せんけれども、そういう流れで。 

 

○石井観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 もともと周遊券については、国のＧｏＴｏ

トラベルでも対象外ということでしたので、

周遊券のみについては、うちのほうも補助の

対象外にしております。一方で、その周遊券

の前後に往復の運行サービスがついているも

のについては、ＧｏＴｏトラベルでも補助対

象になっておりましたので、同じような形で

処理をさせていただいております。 

 以上になります。 

 

○鎌田聡委員 それが適正かどうかというの

は、今第三者調査委員会でやってるというこ

とだと思いますので、そこはもう多分見解の

相違があると思いますので、言いませんけれ

ども、あとはほかの14社ですかね。この前の

話じゃＴＫＵの分は返ってきたという答弁だ

ったんですけれども、ほかのところのお金は

返還されてるんですか。 

 

○石井観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 これは、阪急交通社について、一番最初に

返還がありました。残りの13社分について

は、事務局のほうが、この事業運営において



第７回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和５年10月27日) 

 - 25 - 

そごがあったということで、自分の帰責とい

う形で、第三者弁済を行う形で返納をされて

おります。 

 以上になります。 

 

○鎌田聡委員 じゃあ、県のほうには支出し

たお金は返ってきてるということで、これは

決算に関わりますので、よろしいんですか

ね。 

 

○石井観光振興課長 これは、４月に第三者

弁済を行う際に、国のほうに確認をしたとこ

ろでございます。 

 国のほうは、県の制度に合致しないことに

起因した事業者からの返納ということで、返

納部分に係る国費については、このくまもと

再発見の旅、これの事業で使用可能というこ

とで、この再発見の旅の原資に充てさせてい

ただいております。ですから、その分につい

ては、再発見の旅で有効に活用させていただ

いてるというところになります。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 だから、返還されてるという

ことでいいんですね。その事業者からです

ね。 

 

○石井観光振興課長 観光振興課石井です。 

 この事業、もともと観光連盟の事業でし

て、県のほうから連盟のほうに負担金という

形で支出をしております。連盟のほうでこの

事業を運営しておりまして、連盟のほうのこ

のＪＴＢが運営する事務局経費から最終的に

は差し引く形で、この第三者弁済というのを

行っておりますので、全てこの分については

返納しているという形になっております。 

 

○鎌田聡委員 これは、質問のとき申し上げ

たんですけれども、非常に多額の4,000～

5,000万だったですよね、返還求めてるのが

ですね。やっぱりその事業者も、多分これで

オーケーだろうと思ってやっとって、結局駄

目だったということで、当初の制度設計とか

県のほうの事業の説明が非常に曖昧なところ

があったんじゃないかなというふうに私は思

うんですよね。これだけのやっぱり返還を強

いてるということはですね。 

 ですから、やっぱりその辺を、多分時間が

なくて、コロナでいろいろな事業を喚起しな

きゃならないということもあったと思います

けれども、後でこういうふうな対応を取らな

くていいように、最初からしっかりとした制

度設計をして、ちゃんと事業者にも説明をし

て、こういう間違いが、誤りが生じないよう

に、ぜひやっていただきたいと思いますし、

あわせて、これから今第三者委員会で調査し

ている部分、私は、タクシー代の返還も求め

るべきだという話で、160万ぐらい使ってな

いなら求めるべきだと。これがどうなのかと

いうことも、また結論出ると思いますので、

やはりそれが不適切ということを判断された

ら、しっかりと返還をきちんと求めてもらう

ようにお願いをしときたいと思いますが。 

 

○石井観光振興課長 観光振興課でございま

す。 

 委員おっしゃってましたとおり、これは、

コロナで苦しむ事業者に対して、一日も早く

助成金をお届けしたいという強い思いでやっ

てたんですけれども、短い時間の中で制度設

計を行ったということで、事業を実施した関

係者、それぞれの間での連携不足とか誤認等

が重なって、こういう形になったものだとい

うふうに思っております。 

 今後、同様の事業を行う場合には、今回の

事案を踏まえて、しっかりと対応してまいり

たいと思っております。 

 また、最後に質問された部分につきまして

も、第三者委員会の調査が今行われておりま

すので、それに沿って真摯に対応させていた
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だきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○鎌田聡委員 第三者委員会の調査も、あん

まり長くかけてやるような調査じゃ、私は、

事案上とかこの事柄上ないと思うんですけれ

ども、これは、大体いつ頃までにどうするお

つもりなのか分かります。部長、考えとし

て。 

 

○原山観光戦略部長 調査委員会自体は、事

務局も含めて、ちょっと総務部のほうで担当

しておりまして、私どもとしては、いろんな

調査にしっかり対応していくということしか

――ちょっとなかなかどういう感じで進んで

いるのかが、現時点はよく分からない状況で

すけれども、とにかく一生懸命調査に対応し

ていきたいというふうに思っております。 

 

○鎌田聡委員 やっぱりこの公金の支出とい

うことと、県民が非常に疑念を持ってますの

で、できるだけ早く、ただ、調査はしっかり

してもらわなきゃなりませんので、結論、結

果を出していただいて、その後のやっぱりき

ちんとした対応、これをお願いしときますの

で、よろしくお願いします。 

 

○髙野洋介委員長 再発見の旅について、何

かありませんか。 

 

○溝口幸治委員 今鎌田先生からいろいろ御

質問ありましたけれども、不正があったかと

か不適切だったかというのは、その調査委員

会の判断に委ねるとして、物事の考え方とし

て、あのときには、給付金も早く出せ、政府

の対応は遅いというのからコロナ対応は始ま

り、こういう再発見の旅なんかも、できるだ

け多くの事業者を拾ってくれ、うちには助成

がないのかという流れの中で、我々議会から

も、できるだけ多くのところを拾うべきじゃ

ないのか、もっと国からの指示どおりだけじ

ゃなくて県の裁量でできることを考えるべき

じゃないか、あるいは市町村にももっとやれ

ることがあるんじゃないかみたいな議論が当

時はあったと思います。 

 それで、もちろん制度設計が、今となって

みれば甘かったとか、いろいろな御指摘はあ

るかと思いますが、物の考え方として、やっ

ぱりあんまりこう萎縮して、もちろん不適切

なとか不正があってはいけませんが、国が言

ってきた基準からどれだけ県で裁量を持って

事業に取り組むかというのは非常に大事な視

点で、どっちかというと積極的な姿勢を見せ

るという点は大事だと思いますので、今回の

件と、積極的に県民のために解釈を広めに取

ってというか、県民のためになるような事業

を展開していくという、この両方がやっぱり

どっちも大事だと思うんですね。 

 そこは、鎌田先生が、ちょっと甘いんじゃ

ないか、制度設計厳しくせろという意見とは

ちょっと反することになりますが、あえてや

っぱりそこは積極的な姿勢を忘れない、今回

のことをいい教訓として、なおかつ積極的な

姿勢を忘れないということをぜひ心がけてほ

しいと思ってますので、これは私からは要望

ですので、そのことだけお伝えさせていただ

きます。 

 

○髙野洋介委員長 ほかに、この件につい

て。 

 まずは、この件について議論をしたいと思

いますが、私のほうから１点質問なんですけ

れども、この「くまもと再発見の旅」のいろ

んな報道が出るたびに、県民の方からは、

「くまもと再発見の旅」全体があんまりよく

ないんじゃなかったのかというイメージを持

たれがちです。これは、県民の率直な感想で

す。 

 ただ、それじゃないということを、ぜひ、

私の質問に課長でも部長でもいいので、これ
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には助かった業者もいる、助かった業界もい

るということを、ぜひ我々にも一回この場で

お示しをいただきたいなと思いますけれど

も、そういったことは何かコメントはできま

すか。効果とか、そういう成果とかですね。 

 

○石井観光振興課長 観光振興課長の石井で

ございます。 

 この事業、今まで、もともとうちのほうが

令和３年度から事業を実施しておりまして、

大体250万人ぐらいの宿泊のほうをいただい

ております。 

 当時、コロナで冷え込んだ観光産業、宿泊

も特にそうなんですけれども、なかなか宿泊

者が減っている中で、当該事業、コロナの中

でいろいろ事業を始め、ストップしたり、い

ろんなことをやりながらやってきた中で、多

くの観光事業者、特に宿泊事業者からは、こ

の事業があったからこそ事業が継続できたと

いうことで、そういうお言葉をいただいて、

本当、それには私どもとしても感謝している

ところであります。 

 また、当時、タクシー業界とかいろんな業

界からも、コロナで疲弊しているということ

で、制度運用の中で、そういった事業者も対

応できるような制度設計にしたところでござ

います。 

 いずれにしましても、この事業によって多

くの観光事業者が事業の継続ができた、そう

いったものに一定の効果があったというふう

に私としては認識しているところでございま

す。 

 以上です。 

 

○髙野洋介委員長 分かりました。 

 そのほかの件について移っていいですか。 

 それでは、そのほかの件に関して何かござ

いませんか。 

 

○岩下栄一委員 アジアの熊本の出先が、香

港、上海、熊本県アジア事務所はシンガポー

ルですか。 

 

○櫟本観光国際政策課長 はい、おっしゃる

とおりシンガポールでございます。 

 

○岩下栄一委員 それで、香港ですけれど

も、大分前でしたかね、村上寅美先生あたり

と一緒に香港のマーケットを視察して、熊本

県の農産物がたくさん出てね、わあ、すごい

なと感心して帰ってきたんですけれども、今

回、中国の水産物に対する意地悪な雰囲気が

ある中で、香港における熊本マーケットは、

まだ健在ですかね。随分いろんな農産物がい

っぱいうずたかく、水産物もですけれども 

……。 

 

○宮﨑販路拡大ビジネス課長 ただいまの御

質問につきまして、特に中国のほうで輸出の

規制があり、それが香港のほうにも波及して

いるというふうな状況はございましたが、農

産物に関しましては、現在、特段前より悪く

なっているという状況はございませんで、引

き続き、県のほうとしても、様々な小売店な

どのフェアでありますとか飲食店でのフェ

ア、またはバイヤーを招いての招聘事業と

か、そういった形で事業を推進しているとこ

ろでございます。 

 

○岩下栄一委員 水産物には影響はないんで

すか。私は、香港でエビとかナマコとかいろ

んな水産物を見まして、熊本県産クルマエビ

とかいっぱい出てたので、すごいなと思って

帰ってきたんですけれども……。 

 

○髙野洋介委員長 これは、農林水産部のほ

うの管轄になるかもしれませんが……。 

 

○宮﨑販路拡大ビジネス課長 水産物に関し

ましては、水産振興課で所管しておりまし
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て、ちょっと把握してない部分がございまし

た。 

 

○髙野洋介委員長 岩下委員、大丈夫です

か。 

 

○岩下栄一委員 香港事務所の運営事業、こ

こには人がいるんですか、熊本県の。 

 

○櫟本観光国際政策課長 海外事務所の運営

につきましては、観光国際政策課のほうで所

管しておりますので、お答えさせていただき

ます。 

 香港事務所は、肥後銀行さんと共同で事務

所を出しておりますけれども、今１名県職員

が行っております。 

 

○岩下栄一委員 はい、ありがとうございま

した。 

 

○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○吉永和世委員 観光戦略部ですから、観光

で熊本経済といいましょうか、外貨を稼ぐ担

当と言っても過言ではないというふうに思い

ますが、これまでコロナの中で準備してきた

中においても、それが実行できないじくじた

る思いがあったんだろうというふうに思いま

す。 

 そういう中で、今回、よしということで走

っていろいろあったかもしれません。それは

それとして反省すべき点は反省し、それに屈

することなく前へ行ってほしいなというふう

に思います。 

 やっぱり観光ですから、選んでもらわない

と何の意味もないわけでございますから、そ

こは、熊本県あるいは熊本県の中にある観光

業、観光施設等、やっぱり選んでもらうため

にどうすべきかというのは、まさしく戦略で

しょうから、そこら辺は、さらにしっかりと

対策とか戦略を持ってやっていただきたいな

というふうに思いますし、そのために必要な

予算というのは、しっかりとやっぱり要望し

ていただいて、通していって、それをしっか

りと成果として上げていただくというのが、

まさしくこの観光戦略部の役割だろうという

ふうに思いますので、そこら辺しっかりと再

認識をしていただいて、頑張っていただきた

いなというふうに思いますので、よろしくお

願いしたいなというふうに思います。 

 それに対して、部長が何かあれば言ってい

ただければ。 

 

○髙野洋介委員長 質問ですか、それは。質

問ではないと思うけど。 

 

○原山観光戦略部長 やはり人口減少が進む

中で、いかに交流人口を拡大して地域経済の

活力を維持向上させていくかという点では、

やはり観光の果たす役割というのは大変大き

いなというふうに思っていますので、我々、

そういう自覚を持ってしっかり取り組んでい

きたいと思ってますし、これからも取り組ん

でいきますが、今新しい観光立県計画の策定

に着手をいたしております。 

 やっと最近、コロナ禍前、直近ですと、７

月ですと宿泊客数は2019年を多少上回るぐら

いになっておりますし、インバウンドも９割

ぐらい回復をしている状況でございますの

で、これからその辺をさらに拡大しながら、

また、観光の質も高めながら消費拡大を図っ

ていくような、そういう目標に目がけて新し

い計画をつくっていきたいと思いますので、

その中で、また必要な予算の確保についても

総務部に対してしっかり要求して、施策が最

大化できるようにしっかり取り組んでいきた

いというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○吉永和世委員 よろしくお願いします。 
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○髙野洋介委員長 ほかにございませんか。 

 

○宮﨑販路拡大ビジネス課長 先ほどの水産

物の関係ですけれども、中国と香港向けの輸

出が７月中旬から停止しているという情報が

ございまして、その後、輸出先を中国、香港

以外に振り分けるための商談等を水産振興課

を中心に対応されているということを聞いて

おります。 

 

○髙野洋介委員長 岩下委員、大丈夫です

か。 

 

○岩下栄一委員 はい、大丈夫です。 

 もういっちょ、ついでに。ついでという

か、新しく。 

 ９ページの観光企画課か。 

 野外劇場アスペクタの話ですけれども、ほ

とんどこれを見ると稼動してないように見え

ます。もうあれからずっと何年もたって、野

外劇場は、結局熊本県のお荷物だったんじゃ

ないかというふうにずっと言われてきまし

て、せっかく観光とタイアップして、うまく

機能すればとってもよかったんでしょうけれ

ども、低迷状態が続いているということにつ

いて、どのような考えがありますか。 

 

○川嵜観光企画課長 アスペクタの運営状況

についてお答えいたします。 

 コロナ禍で観光客の人たちの行動の意識と

いうのがやはり変わりまして、屋外型でのレ

ジャーというのが非常に注目されてきており

ます。 

 そのような中で、令和２年度には、一時期

大きく来場者数は落ち込んだんですが、この

３年、４年に関しては、コロナ前の来場者数

を上回るといったような数字も出てきており

ます。 

 観光客の嗜好がちょっと最近変わってきて

る、コロナの影響で屋外型のレジャーの嗜好

が非常に興味が持たれ始めてるということも

ありまして、私たちもそういったところを非

常に注目しておりまして、指定管理者がイベ

ントの営業をやっておりますけれども、私た

ちも、そういったところと一緒になって、ア

スペクタの利用をもう少しまだまだ拡大でき

るように、しっかり取り組んでまいりたいと

思っております。 

 

○岩下栄一委員 せっかくのあれですから

ね、昔の細川知事さんの肝煎りで一生懸命さ

れましたから、ぜひ何かの成果を出してほし

いなと思っております。 

 

○髙野洋介委員長 分かりました。 

 ほかにございませんか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 なければ、これで観光戦

略部の審査を終了いたします。 

 次回の第８回委員会は、11月20日月曜日午

前９時から開会し、取りまとめを行うことと

しておりますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

  午後１時37分閉会 
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